
○ 窓口納付のうち、人格別の納付割合については、法人の占める割合が約７割(71.0%)
○ 税目別の納付割合については、源泉所得税の占める割合が約５割(51.8%)

○件数ベースで全体の54.7%が金融機関や税務署等での窓口納付、キャッシュレス納付(※)は45.3%

(※) 「キャッシュレス納付」とは、現金（紙幣・硬貨）を使用しない非対面の納付方法を意味し、①ダイレクト納付（e-Taxによる振替納税）、②振替納税、③イン
ターネットバンキング等による電子納税、④クレジットカード納付、⑤スマホアプリ納付を指す。

国税の納付件数（⼿段別内訳︓令和６（202４）年度）

窓⼝納付の⼈格別・税⽬別割合

【⼈格別】 【税⽬別】

⾦融機関窓⼝
2,380万件（47.9％）

キャッシュレス納付
2,255万件（45.3％）

コンビニ納付
255万件（5.1％）

税務署窓⼝
83万件（1.7％）

（１） 国税のキャッシュレス納付割合①【手段・人格・税目別】

窓⼝納付(54.7%)

※ 源泉所得税には自主納付分と告知分を含む。

【合計︓4,973万件】
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